建設業経営力強化支援事業費補助金交付要綱

(目的)
第１　岩手県内の建設業を営む企業の経営革新を促進し、建設業の安定的な経営環境の確立と生産性の向上を図るとともに、県内地域経済の振興と雇用の安定を確保するため、建設業者等が新分野進出及び新技術開発等事業、合併等事業、生産性向上事業又は建設技術等販路開拓支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手県補助金交付規則(昭和32年岩手県規則第71号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)
第２　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　建設業者等　
次のいずれかに該当するものをいう。

ア　建設業法(昭和24年法律第100号)第３条第１項による岩手県知事又は国土交通大臣の許可(以下「建設業許可」という。)を受けた岩手県内に主たる営業所を有する建設業者（以下「建設業者」という。）
イ　新分野進出等事業に関し協定を締結している２以上の建設業者で構成するグループ(以下「建設業者グループ」という。)
ウ　中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第３条に定める中小企業等協同組合であって、建設業者を主たる構成員とし、岩手県内に主たる営業所を有する者

エ　中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に定める協業組合であって、岩手県内に主たる営業所を有し、かつ、建設業許可を有する者
(2)  新分野進出及び新技術開発等事業
次のいずれかに該当する事業をいう。

ア　日本標準産業分類において建設業以外の大分類の業種区分の事業(ただし、土木建築サービス業に属する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に基づく規制の対象とされる事業を除く。)への進出や業種転換

　　　イ　建設業の事業における新技術・新工法の開発又は導入、新製品の開発及び新たな市場の開拓
(3)  合併等事業　
(1)アに該当する建設業者のうち、岩手県営建設工事競争入札参加資格を有する者を２者以上含む合併、事業譲渡及び協業組合等の設立をいう。
　(4)　生産性向上事業
　　　 建設業者がＩＣＴの活用による生産性向上を図るための事業をいう。
　(5)　建設技術等販路開拓支援事業
　　　 建設業者等が開発した建設業の事業における製品・技術・サービスに関して、県外で販路開拓を行う事業をいう。
(補助対象事業及び対象経費等)
第３　補助金交付の対象となる事業、内容、経費及びこれに対する補助額は、別表第１のとおりとする。
２　新分野進出及び新技術開発等事業に補助を行う場合は、以下のとおりとする。
(1)　補助金交付の対象期間は、補助事業者が行う新分野進出及び新技術開発等事業の着手年度から連続する３年以内とし、対象期間において、各年度に１回限り補助金交付申請を行うことができることとする。
 なお、補助事業者が複数の新分野進出及び新技術開発等事業を行う場合（日本標準産業分類における細分類区分の異なる新分野進出及び新技術開発等事業に限る。）も同様とする。

(2)　同一の補助事業者への補助金交付は３回までとする。

なお、補助事業者が建設業者グループの場合、補助金を３回交付されている者が含まれている際には、補助対象としない。　
３　合併等事業、生産性向上事業及び建設技術等販路開拓支援事業に補助を行う場合、それぞれの事業における同一の補助事業者への補助金交付は１回までとする。
　　　 　　
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第４　規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1)  別表第１に掲げる各事業区分間の経費について、２割を超えかつ10万円以上の増減をする場　　合

(2) 補助事業の内容を著しく変更する場合

(3) 事業実施主体の変更

(申請の取下期日)
第５　規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

　(立入検査等)

第５の２　知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２　補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受けるものに対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。

３　補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行うものと契約を締結するに当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行うものに対して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
(状況報告)

第６　補助事業者は、生産性向上事業について、補助事業が完了した日の属する年度及び翌年度にＩＣＴ活用の普及啓発活動（同業他社への研修会や講習会の実施）を年１回実施するとともに、その実施結果を補助事業により導入したＩＣＴ機器の活用状況と併せて県に報告すること。
(提出書類及び提出期日)
第７　規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第３のとおりとする。

　　附　則

この要綱は、平成18年５月26日から施行する。

改正後の要綱は、平成20年６月９日から施行する。

改正後の要綱は、平成22年４月１日から施行する。

改正後の要綱は、平成23年７月14日から施行する。

改正後の要綱は、平成24年５月28日から施行する。

改正後の要綱は、平成27年４月１日から施行する。
改正後の要綱は、平成28年７月11日から施行する。

改正後の要綱は、令和元年８月29日から施行する。
改正後の要綱は、令和２年４月１日から施行する。

別表第１(第２、第３関係)
　(1)　新分野進出及び新技術開発等事業

	事業の内容
	補助対象経費
	経費区分
	経費区分の明細
	補助額

	製品・技術・サービス研究開発
	新分野進出等に必要な製品・技術・サービスの研究開発事業に要する右欄に定める経費
	謝金
	委員謝金、専門家謝金
	定額(当該経費の２分の１以内の額とし、100万円を上限額とする。)

	
	
	旅費
	委員旅費、専門家旅費、社員旅費
	

	
	
	開発事業費
	原材料費、機械装置又は工具器具の購入、製造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する経費、外注加工費、検査分析費、技術開発コンサル料、構築物の建造、改良、据付、借用、保守又は修繕に要する経費
	

	
	
	会議費
	会議費、会場借上料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、雑役務費、消耗品費、研修受講料
	

	
	
	委託費
	研究開発事業の一部を委託する経費
	

	販路開拓
	新分野進出等に必要な製品・技術・サービスの販路開拓事業に要する右欄に定める経費
	謝金
	販路開拓に伴う専門家謝金
	

	
	
	旅費
	専門家旅費又は社員旅費
	

	
	
	販路開拓費
	展示会・見本市等出展料、会場使用料、出展経費、製品等の作成に要する材料費、機械の賃借料、広告宣伝費
	

	
	
	会議費
	会議費、会場借上料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、雑役務費、消耗品費、研修受講料
	

	
	
	委託費
	販路開拓事業の一部を委託する経費
	

	人材養成
	新分野進出等に必要な人材養成事業に要する右欄に定める経費
	謝金
	専門家謝金、実習企業等謝金
	

	
	
	旅費
	専門家旅費、社員旅費
	

	
	
	会議費
	会議費、会場借上料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、雑役務費、消耗品費、研修受講料
	

	
	
	委託費
	人材養成事業の一部を委託する経費
	


(2)　合併等事業

	事業の内容
	補助対象経費
	経費区分
	経費区分の明細
	補助額

	合併等(別表第２に掲げる人的関係又は資本的関係にある２者以上の者を含むものを除く。)
	合併契約締結後に必要な合併等の事務手続きに要する右欄に定める経費
	合併等の会計処理
	税理士報酬等
	定額(当該経費の２分の１以内の額とし、50万円を上限額とする。)

	
	
	商業登記
	登録免許税、司法書士報酬等
	

	
	
	合併公告、催告
	公告掲載経費、催告通知経費等
	

	
	
	経営事項審査受審及び建設業許可申請手続
	行政書士報酬等
	

	
	
	雇用保険の合併等手続
	社会保険労務士報酬
	


　　なお、租税公課、建設業許可申請手数料及び経営事項審査申請手数料は経費対象外とする。

(3)　生産性向上事業

	補助対象経費
	経費区分
	経費区分の明細
	補助額

	ＩＣＴ機器導入に要する右欄に定める経費
	設備等導入費
	ＩＣＴ活用工事の実施につながり、建設現場における生産性向上に資する機器導入に要する経費で以下に示すもの。
(1)　既存の建設機械へＩＣＴを搭載（後付け）（２Ｄ・３Ｄ）

・マシンコントロールシステム

・マシンガイダンスシステム 
(2)　３Ｄ測量機器
・３Ｄレーザースキャナー
・自動追尾型トータルステーション
・ＵＡＶ(ドローン)　
・ＧＮＳＳ受信機
	定額(当該経費の２分の１以内の額とし、100万円を上限額とする。)


(4)　建設技術等販路開拓支援事業
	補助対象経費
	経費区分
	経費区分の明細
	補助額

	県外での製品・技術・サービスの販路開拓に要する右欄に定める経費
	旅費
	社員旅費
	定額(当該経費の２分の１以内の額とし、50万円を上限額とする。)

	
	販路開拓費
	展示会・見本市等出展料、会場使用料、出展経費、製品等の作成に要する材料費、機械の賃借料、広告宣伝費
	


別表第２(第２関係)　
	１　人的関係
　　次のいずれかに該当する場合。
ただし、①又は②については、建設業者の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第２条第７項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第２条第４項に規定する再生手続きが存続中の建設業者である場合を除く。
　　①　一方の建設業者の役員(株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員又は法人格を有する各種の組合等の理事等に限る。以下「役員」という。)が、他方の建設業者の役員を現に兼ねている場合。
　　②　一方の建設業者の役員の配偶者又は一親等内の親族が、他方の建設業者の役員である場合。　　　　　
③　一方の建設業者の役員が、他方の建設業者の会社更生法第67条第１項又は民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
２　資本関係
　　次のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が更生会社又は民事再生法第２条第４項に規定する再生手続きが存続中の建設業者である場合を除く。
①　親会社(会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
　　②　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
３　その他
　　その他１又は２と同等の人的関係又は資本的関係にあると認められる場合。


別表第３(第７関係)
　(1)　新分野進出及び新技術開発等事業
	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出
部数
	提出期日

	規則第４条の規定による書類
	・事業費補助金交付申請書

・事業計画書

(添付書類)
・商業登記簿謄本の写し

・定款の写し

・直近３か年の決算書

・補助対象事業の積算に必要な設計書、見積書等

・その他事業内容を説明するために必要な書類
	第１号

第４号
	１部

１部
	事業採択通知時に定める。

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定により承認を受ける場合の書類
	・事業変更(中止、廃止)承認申請書

・事業計画書
	第８号

第４号
	１部

１部
	変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

	規則第13条第１項の規定による書類
	・事業実績書

(添付資料)

・支出を証する書類(契約書(写)、領収書、受講証等)

・事業実施の資料(写真等施行状況又は販路開拓状況を証する書類他)
	第４号
	１部
	事業完了後７日以内

	
	・事業費補助金請求（精算）書
	第９号
	１部
	完了確認後７日以内


(2)　合併等事業
	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出

部数
	提出期日

	規則第４条の規定による書類
	・事業費補助金交付申請書
・事業計画書
(添付書類)
・合併等契約書の写し
・合併等前の全法人の商業登記簿謄本
・合併等前の全法人の株主・出資者一覧表
	第２号
第５号
	１部
１部
	事業採択通知時に定める。

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定により承認を受ける場合の書類
	・事業変更(中止、廃止)承認申請書
・事業計画書
	第８号
第５号
	１部
１部
	変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

	規則第13条第１項の規定による書類
	・事業実績書
(添付書類)
・合併等後の法人の商業登記簿謄本
・合併等により消滅した全法人の閉鎖登記簿謄本若しくは事業譲渡後の全法人の商業登記簿謄本
・支出を証する書類(領収書等)
・その他合併等に関する資料
	第５号
	１部
	事業完了後７日以内

	
	・事業費補助金請求（精算）書
	第９号
	１部
	完了確認後７日以内


　(3)　生産性向上事業

	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出

部数
	提出期日

	規則第４条の規定による書類
	・事業費補助金交付申請書

・事業計画書

(添付書類)

・商業登記簿謄本の写し

・定款の写し

・直近３か年の決算書

・補助対象事業の積算に必要な設計書、見積書等

・その他事業内容を説明するために必要な書類
	第３号

第６号
	１部

１部
	事業採択通知時に定める。

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定により承認を受ける場合の書類
	・事業変更(中止、廃止)承認申請書

・事業計画書
	第８号

第６号
	１部

１部
	変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

	規則第13条第１項の規定による書類
	・事業実績書

(添付資料)

・支出を証する書類(契約書(写)、領収書、受講証等)

・事業実施の資料(写真等施行状況他)
	第６号
	１部
	事業完了後７日以内

	
	・事業費補助金請求（精算）書
	第９号
	１部
	完了確認後７日以内

	要綱第６第１項の規定による書類
	・状況報告書
	第10号
	１部
	毎年度３月15日まで


　(4)　建設技術等販路開拓支援事業
	条項
	提出書類及び添付書類
	様式
	提出

部数
	提出期日

	規則第４条の規定による書類
	・事業費補助金交付申請書

・事業計画書

(添付書類)

・商業登記簿謄本の写し

・定款の写し

・直近３か年の決算書

・補助対象事業の積算に必要な設計書、見積書等

・その他事業内容を説明するために必要な書類
	第３号

第７号
	１部

１部
	事業採択通知時に定める。

	規則第６条第１項第１号、第２号及び第３号の規定により承認を受ける場合の書類
	・事業変更(中止、廃止)承認申請書

・事業計画書
	第８号

第７号
	１部

１部
	変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

	規則第13条第１項の規定による書類
	・事業実績書

(添付資料)

・支出を証する書類(契約書(写)、領収書、受講証等)

・事業実施の資料(写真等施行状況又は販路開拓状況を証する書類他)
	第７号
	１部
	事業完了後７日以内

	
	・事業費補助金請求（精算）書
	第９号
	１部
	完了確認後７日以内


